
 

 

 

 

 

 

 

 

        福岡空港調査ＰＩ実施計画（ステップ１） 
 
                                  

平成１７年度から実施される福岡空港の総合的な調査に係るパブリック・インボルブメント

（ＰＩ）についての実施計画（ステップ１）を定めました。 

 
福岡空港の総合的な調査は、国と地域が連携しながら調査を行うとともに、市民等への積極的な情報提

供と幅広い意見収集（この手法をパブリック・インボルブメント（ＰＩ）と呼びます。）を行いながら進めます。 
福岡空港調査連絡調整会議では、平成１６年６月に公表したＰＩ計画（福岡空港の総合的な調査に係る

情報提供及び意見収集のあり方）に基づき、ステップ１「課題と実現すべき政策的目標」のＰＩについて、

アンケートやご意見の募集を経て「福岡空港調査ＰＩ実施計画（ステップ１）」を作成しました。 
＜福岡空港調査ＰＩ実施計画（ステップ１）の概要＞ 

■ 基本方針 

 

 

 

 

 

 

■ 目 標 

 

 

 

■ 実施時期と期間 

平成１７年度の早い段階で実施します。また、実施期間は３ヶ月程度を目安とします。 
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○ 今回は、検討のステップ１として、福岡空港の現状や課題、空港能力の見

極め、空港利用者の視点に立った航空サービスの評価基準等、今後の検討

の基本的な事項をみなさんと共有することを目的とします。 

○ ＰＩ実施に関する十分な周知広報を実施します。 

○ 多様で適切なＰＩ手法を選定します。 

○ 分かりやすい情報提供を実施し、収集した意見とそれに対する考え方を公

表します。 

○ 中立・公正なＰＩを実施します。 
○ 適切な時間管理に努めます。 
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 平成１７年２月１７日に第２回福岡空港調査ＰＩ有識者委員会が開催され、福岡空港調査ＰＩ実施計画

（ステップ１）についての審議等が行われました。 
＜出席者＞福岡空港調査ＰＩ有識者委員会委員 

委員長：石田 東生（筑波大学社会工学系教授） 
       杉尾 政博（西日本新聞社特別顧問） 
       竹林 幹雄（神戸大学工学部助教授） 
       土井良延英（公認会計士） 
       山本 智子（弁護士） 
＜主な内容＞ 

○審議事項（福岡空港調査 PI 実施計画（ｽﾃｯﾌﾟ 1）） 

福岡空港調査ＰＩ実施計画（ステップ１）についての 

説明と審議が行われ、その結果、以下のことについて委 

員会として確認されました。 

① 委員会としては、ＰＩ実施計画（ステップ１）  

については適切であると評価する。 

② 本実施計画をさらによくするための意見を助言 

としてとりまとめる。 

③ 以上の評価及び助言については、委員長が評価 

書原案を作成し、各委員と調整を行った後、福 

岡空港調査連絡調整会議に送付する。（３月に右 

文書のとおり送付されました） 

また評価書では、次のような助言が付されました。 

① 情報入手方法として市民等からのニーズの高い報道メディアへの働きかけを積極的に行うこと。 

② 提供する情報の質と量を工夫し、市民等の関心が得られるよう配慮すること。 

③ 市民等から収集した意見と、その意見がどのように反映されているか分かりやすく示すこと。 

④ 意見の収集にあたっては、年齢、性別等の属性の把握も念頭に置きつつ、意見を出しやすいよ

う工夫し、幅広い層からの意見把握に努めること。 

○報告事項（情報公開及び傍聴に係る要領） 

福岡空港調査ＰＩ有識者委員会の情報公開及び傍聴に係る要領についての報告がありました。なお、

福岡空港調査ＰＩ有識者委員会の会議は、第２回会議から傍聴が可能となっています。 
（※傍聴を希望される方は福岡市（総務企画局空港推進担当 TEL:092-711-4102）にお問い合わせください） 

第２回福岡空港調査ＰＩ有識者委員会 

お知らせ 会議の開催状況などのお知らせ

H17.1.20 福岡空港調査連絡調整会議幹事会（第３回）（「福岡空港調査PI実施計画（ｽﾃｯﾌﾟ１）」案の検討）
H17.2.17 第２回福岡空港調査ＰＩ有識者委員会（「福岡空港調査PI実施計画（ｽﾃｯﾌﾟ１）」案の評価） 
事務局から 

 ○福岡空港調査連絡調整会議ニュース第３号をお届けします。皆さんのご意見ご感想をニュース発行事務局までお寄せ

下さい。 

 ○このニュースは下記関係行政機関のホームページにも掲載いたしております。 
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国土交通省九州地方整備局（空港PT室）  

 〒810-0074 福岡市中央区大手門2-5-33 

  TEL:092-752-8601 FAX:092-724-2480 

  http://www.pa.qsr.mlit.go.jp 

国土交通省大阪航空局(空港整備調整課） 

 〒540-8559 大阪市中央区大手前4-1-76 

  TEL:06-6949-6469 FAX:06-6949-6218 

  http://www.ocab.mlit.go.jp 

福岡県（空港対策局空港計画課)  

 〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7 

  TEL:092-643-3216 FAX:092-643-3217

  http://www.pref.fukuoka.lg.jp 

福岡市（総務企画局空港推進担当） 

 〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 

  TEL:092-711-4102 FAX:092-733-5582

  http://www.city.fukuoka.jp 
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平成１７年 ３月１６日 
 
福岡空港調査連絡調整会議 御中 
 

福岡空港調査ＰＩ有識者委員会 
委員長  石 田 東 生   

 
 

福岡空港調査ＰＩ実施計画（ステップ１）に対する評価及び助言について 
 
 
平成１７年１月２５日付で送付のあった福岡空港調査ＰＩ実施計画（ステップ１）については、平成１７年２

月１７日に当委員会を開催し、下記のとおり評価及び助言を行うことを決定しましたので、通知します。 
 

記 
 
１ 評価 
 

福岡空港調査ＰＩ実施計画（ステップ１）は、適切であると判断します。 
 

  （評価の視点） 
① 策定段階における市民等からの意見の反映 

本実施計画については、案を策定する段階においてアンケートを実施するとともに、素案への意見

募集の実施により市民等から意見を収集し、それらを実施計画案に反映させている。 
 

② ＰＩ参加者と手法 
ステップ１のＰＩの目的は、福岡空港の現状や課題、空港能力の見極めなど、今後の検討にあたっ

ての基本的な事項を市民等と共有することであり、これを達成するためには、幅広い参加者と、参加

者に応じたＰＩ手法が必要である。 
本実施計画については、ＰＩ参加者として、地域住民をはじめ、空港利用者や関連企業などの幅広

い参加者が想定されており、また参加者に応じた様々なＰＩ手法が計画されている。 
また、ＰＩ実施期間の中途において、パブリック・コメントによる意見の集約が行われる計画とな

っているなど、市民等が多様な形で意見を表明できる機会が設けられている。 
 

③ 実施期間 
ＰＩの実施について、事前に周知広報期間を設けたうえで、３ヶ月間に集中して行うことにより、

市民等への情報浸透を図っている。また、ＰＩの時間管理についても配慮している。 
 

④ 情報内容 
提供する情報内容については、福岡空港の現状や課題、航空を取り巻く情勢、航空サービスの評価、

空港能力の見極めなど、今後の検討において市民等が共有するべき基本的な事項となっており、ステ

ップ１のＰＩの目的に合致している。 
 
２ 助言 
 
（１） 情報入手方法として市民等からのニーズの高い報道メディアへの働きかけを積極的に行うこと。 

（２） 提供する情報の質と量を工夫し、市民等の関心が得られるよう配慮すること。 

（３） 市民等から収集した意見と、その意見がどのように反映されているか分かりやすく示すこと。 

（４） 意見の収集にあたっては、年齢、性別等の属性の把握も念頭に置きつつ、意見を出しやすいよう工夫

し、幅広い層からの意見把握に努めること。 




